
内部質保証概論（１）
はじめに －「内部質保証人材育成講座」の全体像

令和7年度
「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」

職業実践専門課程の一層の社会的評価向上のための
共通的基盤整備の推進 「内部質保証人材育成講座」
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内部質保証概論

はじめに

1. 内部質保証が求められるようになった社会背景

2. 学校評価に関連する法令等と内部質保証の法的根拠

3. 職業教育の質の保証と情報公開
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はじめに

【内部質保証人材の役割】

内部質保証を担う人材は、専門学校における職業教育の質を
維持・向上させるために、学校全体の取組を支える重要な役割
を果たす。

◆ 内部質保証人材は、教育の質向上を支える重要な役割を担う

◆ カリキュラム・授業・評価・研修など多方面から質保証を推進する

◆ 学校全体のPDCAサイクルを回し、継続的な教育の改善を行う
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「内部質保証人材育成講座」カリキュラム
（12時間）

項目名 時間数

概論 内部質保証概論 １.５ｈ

評価概論 １.０ｈ

各論 内部質保証のための体制整備 １.５ｈ

評価基準詳解 ２.０ｈ

演習 内部質保証のための自己点検評価演習 ２.５ｈ

自己点検評価表作成演習（実践編） ３.５ｈ
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カリキュラムの詳細①
項目名 講座内容 時間数

概論 内部質保証概論 内部質保証が求められるようになっ

た社会背景。

内部質保証の法的根拠。

学校評価に関連する法令等。

職業教育の質の保証と情報公開。

１.５ｈ

評価概論 相対評価と絶対評価。

学生の成績評価（アセスメント）と授

業評価。

学生アンケート（満足度調査）の分析

と評価。

１.０ｈ
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カリキュラムの詳細②
項目名 講座内容 時間数

各論 内部質保証のため

の体制整備

自己点検評価の在り方。

エビデンスの整理方法と文書管理の

基礎。客観的評価の手法と評価チー

ムづくり。

１.５ｈ

評価基準詳解 令和７年6月発行の「専修学校にお

ける学校評価ガイドライン（改訂版）」

に基づき、第三者評価等の外部評価

への対応にも配慮して、自己点検評

価の評価基準について詳解。

２.５ｈ
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カリキュラムの詳細③
項目名 講座内容 時間数

演習 内部質保証のため

の自己点検評価演

習

本講座全体の総括として位置づけ、概論・各

論を通じてここまで学んできた知識を活用

して、自己点検評価実施事例を読み解き、グ

ループで議論・検討することで、自己点検評

価の技術と行動特性を身につける。

２.０ｈ

自己点検評価表作

成演習（実践編）

概論・各論を通じてここまで学んできた知識

を活用して、対面講座当日までに自校の自

己点検評価（案）を作成し、エビデンス（一部

のみ）とともに持参する。

グループ内で発表（内容説明）し、意見交換

を行うことで、自己点検評価の技術と行動

特性を身につける。

３.０ｈ
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8

専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協⼒者会議の
検討経緯（資料）「専修学校制度の概要」より



専門学校と他の高等教育機関との比較

9

専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協⼒者会議

の検討経緯（資料）「専修学校制度の概要」より





内部質保証概論
１．内部質保証が求められるようになった社会背景（１）

令和7年度
「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」

職業実践専門課程の一層の社会的評価向上のための
共通的基盤整備の推進 「内部質保証人材育成講座」
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１．内部質保証が求められるようになった
社会背景

① 内部質保証とは

② 高等教育における内部質保証

③ 民間教育訓練機関における
職業訓練サービスガイドライン

④ 教育振興基本計画

⑤ 専修学校における学校評価
ガイドライン

⑥ 職業教育のマネジメントと
PDCA

⑦ 職業実践専門課程

⑧ 内部質保証と３つのポリシー

⑨ 教育訓練給付制度（専門実践
教育訓練）

⑩ 高等教育の資格の承認に関す
るアジア太平洋地域規約

⑪ 高等教育の修学支援新制度

⑫ 学校教育法の一部改正
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１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-1. 内部質保証とは

 「質」とは、それを求める側のニーズと、提供されるモノやサービスが
等価であること。

 「質の高い教育」とは、学習者が有意義な学びを通じて、必要な知識、
技能、態度、価値観を身につけ、社会に貢献できるようにする教育で
ある（UNESCO「教育の質に関する枠組み（EFA Global Monitoring Report））

 専門学校における「内部質保証」とは、学校自らが教育の質を継続的
に点検・評価し、改善していく仕組みを指す。

 これは、学校の教育が社会の要請に応え、学生に必要なスキルや知
識を確実に身につけさせるために重要な取組である。
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① 学生の学びの質を向上させる（知識・技能・態度を確実に習
得させる）

② 学校の教育が社会や業界のニーズに適合しているかを確
認する

③ 学校全体で教育の継続的な改善を行い、信頼性を高める
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1-1. 内部質保証とは

（１） 内部質保証の目的



① カリキュラムの管理と改善

② 授業の質向上

③ 学生の学習成果の評価

④ 教職員の資質向上

⑤ 学校全体の組織的な取組

⑥ PDCAサイクルの活用
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1-1. 内部質保証とは

（2） 内部質保証の主な取り組み



① カリキュラムの管理と改善

◦学修成果（ディプロマ・ポリシー）の明確化

◦ 卒業時に身につけるべき知識・技能を具体的に定める

 例：「〇〇資格を取得」「△△の技術を実践できる」など

◦カリキュラム・マネジメント

◦ 教科ごとの学習目標が全体の教育目的に合致しているかを定期的に点検する

◦ 授業内容が時代遅れになっていないか検証し、最新の業界動向を取り入れる
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1-1. 内部質保証とは

（2） 内部質保証の主な取り組み



② 授業の質向上

◦教員の授業評価・自己点検の実施

◦ 学生アンケートや授業観察を通じて、教え方や教材を改善する

◦ 教員同士の授業見学を行い、指導力を向上させる

◦アクティブラーニングの導入

◦ 実践的な学び（グループワーク、実習、ケーススタディ）を強化し、知識の定着を促

す
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1-1. 内部質保証とは

（2） 内部質保証の主な取り組み



③ 学生の学修成果の評価

◦成績評価の適正化

◦ 学生の習熟度を適切に評価し、成績の付け方に偏りがないかチェックする

◦ポートフォリオ評価の活用

◦ 学生の学習記録や作品を蓄積し、成長を可視化する

8

1-1. 内部質保証とは

（2） 内部質保証の主な取り組み



④ 教職員の資質向上

◦教員研修の実施

◦ 指導方法の向上、最新技術の習得、教育法の学習を目的とした研修を行う

◦業界との連携

◦ 企業や専門団体と交流し、現場の最新動向を学ぶ機会を設ける
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1-1. 内部質保証とは

（2） 内部質保証の主な取り組み



⑤ 学校全体の組織的な取組

◦自己点検評価委員会（内部質保証委員会）の設置

◦ 教育の質を評価・改善する専門の組織を設け、定期的な点検を行う

◦第三者評価との連携

◦ 自校の教育の質を客観的に評価してもらい、改善の参考にする
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1-1. 内部質保証とは

（2） 内部質保証の主な取り組み



⑥ PDCAサイクルの活用

内部質保証の基本は、PDCA（計画→実行→評価→改善）のサイクル

を回すこと。

 Plan（計画）： 教育方針やカリキュラムを設計

 Do（実行）： 授業や実習を行い、学生の学習を支援

 Check（評価）： 授業評価や学修成果を分析し、改善点を見つける

 Act（改善）： 評価をもとに教育内容を見直し、次年度に反映
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1-1. 内部質保証とは

（2） 内部質保証の主な取り組み



１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-2. 高等教育における内部質保証
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教育の内部質保証に関するガイドライン
国立行政法人大学改革支援・学位授与機構
（質保証システムの現状と将来像に関する
研究会）



「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」を策定

～民間の職業訓練サービスの質の向上を図るための国内初のガイドライン～

平成23年12月22日

厚生労働省は本日、「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」（以下「ガイドライン」）を策定

しましたので、公表いたします。これは、PDCAサイクルを活用した職業訓練の運営等により、民間教育訓練機

関が実施する職業訓練サービスの質の保証と確保を図るためのツールとして、初めて定めたものです。

【ガイドラインの位置付け】

ガイドラインは、国際規格の「ISO29990」（非公式教育・訓練のための学習サービス－サービス事業者向け

基本的要求事項）」を踏まえ、民間教育訓練機関が職業訓練サービスの質の向上を図るために取り組むべき

事項を具体的に説明したもので、そうした取り組みを行う際に活用するツールとして位置付けています。
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「職業訓練サービスの質の確保・向上」として、
第11次職業能力開発基本計画へと引き継がれている…

１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-3. 民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン
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１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-3. 民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン



15

教育基本法の第17条の１に基づき、
5か年毎に策定される計画

（教育振興基本計画）
第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ
計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策につい
ての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項につ
いて、基本的な計画を定め、これを国会に報告するととも
に、公表しなければならない。

第1期教育振興基本計画
(平成20年7月～平成25年3月）
第2期教育振興基本計画
(平成25年4月～平成30年3月）

１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-4. 教育振興基本計画
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１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-4. 教育振興基本計画



１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-5. 専修学校における学校評価ガイドライン
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（平成25年（2013年）3月発行、令和7年（2025年）6月改訂）



１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-5. 専修学校における学校評価ガイドライン（平成25年3月 文部科学省）
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19

「専門学校における職業教育のマネジメントに関す
る手引・事例集」2020年8月6日株式会社三菱総合
研究所（令和元年度「職業実践専門課程等を通じた
専修学校の質保証・向上の推進」成果物）

１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-6. 職業教育のマネジメントとPDCA
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「専門学校における職業教育のマネジメントに関する手引・事例集」
2020年8月6日（三菱総研事業成果物）

１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-6. 職業教育のマネジメントとPDCA
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１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-6. 職業教育のマネジメントとPDCA

「専門学校における職業教育のマネジメントに関する手引・事例集」
2020年8月6日（三菱総研事業成果物）





内部質保証概論(3)
１．内部質保証が求められるようになった社会背景（２）

令和7年度
「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」

職業実践専門課程の一層の社会的評価向上のための
共通的基盤整備の推進 「内部質保証人材育成講座」

1



１．内部質保証が求められるようになった
社会背景

① 内部質保証とは

② 高等教育における内部質保証

③ 民間教育訓練機関における
職業訓練サービスガイドライン

④ 教育振興基本計画

⑤ 専修学校における学校評価
ガイドライン

⑥ 職業教育のマネジメントと
PDCA

⑦ 職業実践専門課程

⑧ 内部質保証と３つのポリシー

⑨ 教育訓練給付制度（専門実践
教育訓練）

⑩ 高等教育の資格の承認に関す
るアジア太平洋地域規約

⑪ 高等教育の修学支援新制度

⑫ 学校教育法の一部改正
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【職業実践専門課程の目的】

職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的と

して、専攻分野における実務に関する知識、技術及び技能につい

て組織的な教育を行うものを文部科学大臣が認定・奨励するこ

とで、専修学校専門課程における職業教育の水準維持・向上を図

ることを目的とする。（専修学校の専門課程における職業実践専

門課程の認定に関する規程 第１条）

１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-7. 職業実践専門課程（平成25年8月30日制定）
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4

専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協⼒者会議
の検討経緯（資料）「専修学校制度の概要」より



１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-7. 職業実践専門課程

5

専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協⼒者会議の
検討経緯（資料）「専修学校制度の概要」より



6

専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協⼒者会議
の検討経緯（資料）「専修学校制度の概要」より



【職業実践専門課程の要件】

① 専門士または高度専門士の称号付与課程であること

② 企業等との連携による教育課程の編成（教育課程編成委員会の設置等）

③ 企業等との連携による実習・演習等の実施

④ 企業等との連携による実務に関する教員研修の実施

⑤ 学校関係者評価の実施と公表

⑥ 学校関係者評価への企業等役職員の参画

⑦ 企業等への教育活動・学校運営状況等の情報提供

１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-7. 職業実践専門課程

職業実践専門課程として認定する専修学校
の専門課程の推薦等の手続について（依頼）
令和７年８月４日 文部科学省
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１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-8. 内部質保証と３つのポリシー
各教育プログラムは、三つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アド
ミッション・ポリシー）を策定している。

中央教育審議会大学分科会大学教育部会『「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリ
シー），「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」
（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドライン』（平成２８年３月３１日）を
参考にして、三つのポリシーを定め、内部質保証の基礎とする。

上記ガイドラインに述べられているように、三つのポリシーの策定単位は、原則として学位
プログラムである。ただし、アドミッション・ポリシーについては入学試験や学生受入を実施
する単位にあわせて策定することも考えられる。また、教育プログラムを単位として策定す
ることに加えて、学部・研究科単位や大学単位で三つのポリシーの一部あるいは全てを策
定することも考えられる。

教育プログラムを単位としてカリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーを策定せず、異
なるカリキュラムを有している複数の教育プログラムをまとめて一つのポリシーを策定し
ている場合には、それによって質保証がなされうるのかを説明できることが必要である。

8

教育の内部質保証に関するガイドライン（2017）
国立行政法人大学改革支援・学位授与機構
（質保証システムの現状と将来像に関する研究会）



１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-9.教育訓練給付制度（専門実践教育訓練）

9

➢ 給付を受けることができる方（対象者）
• 在職者（雇用保険の被保険者）又は雇用保険の被保険者でなくなった（離職した）日から１年以内（妊娠、
出産、育児、疾病等で教育訓練給付の対象期間が延長された場合は最大４年以内）の者

• 雇用保険の加入期間が1年以上（専門実践教育訓練の場合は２年以上）である者

➢給付の額

• 専門実践教育訓練では最大で受講費用の７０％を支給（年間

上限５６万円・最長４年）。

➢対象となる講座

• 情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務

士資格などを目指す講座など、労働者の職業能力開発を支

援する多彩な講座

https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/ （教育訓

練講座検索システム）にて検索可能



10

１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-9.教育訓練給付制度（専門実践教育訓練）



１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-10. 高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約

11



12

https://www.nicjp.niad.ac.jp/



１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-10. 高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約

13



１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-11. 高等教育の修学支援新制度

14



【機関要件】 （修学支援新制度の対象校となるための要件）

＜省令で定める基準（教育の実施体制関係） 修学支援法第３条第２項第一号、施行規則第２条＞

① 実務経験のある教員等による授業科目の配置

② 学外者である理事の複数配置又は外部の意見を反映することができる組織

への外部人材の複数配置

③ 厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表

④ 財務・経営情報の公表

＜省令で定める基準（大学等の経営基盤関係） 修学支援法第３条第２項第二号、施行規則第3条＞

⑤ ≪私立学校のみ≫設置者の財務状況・大学等の収容定員充足率

１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-11. 高等教育の修学支援新制度

機関要件の確認事務に関する指針（2025年度版）
令和7年3月31日 文部科学省

15



１．内部質保証が求められるようになった社会背景

1-12．学校教育法の一部改正
【趣旨】（一部抜粋）

◦専修学校における教育の充実を図るため、専門課程の入学資格を厳格化
するとともに、専修学校における専攻科の設置に係る規定の創設、一定
の要件を満たす専門課程の修了者への称号の付与、専門課程を置く専修
学校への自己点検評価の義務付け等の措置を講ずる。

【教育の質の保証を図るための措置】

◦専門課程を置く専修学校に大学と同等の項目での自己点検評価を義務
付けるとともに、外部の識見を有する者による評価を受ける努力義務を
定める。（第132条の２関係）

【施行日】令和８年４月１日

16



内部質保証概論(４)
２．学校評価に関連する法令等と内部質保証の法的根拠（１）

令和7年度
「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」

職業実践専門課程の一層の社会的評価向上のための
共通的基盤整備の推進 「内部質保証人材育成講座」

1



２．学校評価に関連する法令等と内部質保証
の法的根拠（１）

2-1. 専修学校の法的基盤

① 日本国憲法と教育基本法

② 学校教育法における専修学
校の位置づけ

③ 専修学校の法的定義と設置
基準

④ 私立学校法と学校法人制度

⑤ 私立学校振興助成法と専修
学校

2-2. 学校教育法の一部改正

2-3. 学則変更事項

2-4. 私立学校法の改正

2



2-1. 専修学校の法的基盤

日本国憲法

教育基本法

学校教育法

専修学校設置基準

私立学校法

私立学校振興助成法

3



2-1. 専修学校の法的基盤

① 日本国憲法と教育基本法
◆日本国憲法（第26条）
➢ すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく
教育を受ける権利を有する 【教育の機会均等を保障】

◆教育基本法
➢ 「教育の憲法」としての役割：昭和22年制定、平成18年（2006年）全面改正

➢ 第二条（教育の方針） 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所に
おいて実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問
の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協
力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない
（昭和22年制定時）

4



教育基本法 （平成１８年（2006年）改正）

（教育の目標）

第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達
成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うと
ともに、健やかな身体を養うこと。教育における差別の禁止や国及び地方公共団体によ
る奨学の措置について，引き続き規定するとともに，新たに，障害のある方々が十分な教
育を受けられるよう，教育上必要な支援を講ずべきことを規定しました。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養う
とともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、
主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を
尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

5



2-1. 専修学校の法的基盤

②学校教育法における専修学校の位置づけ

◆学校教育法における専修学校の位置づけ

◆「一条校」との明確な違い：専修学校の法的定義と設置基準
➢ 第１条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、
高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

➢ 第124条 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際
生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として
次の各号に該当する組織的な教育を行うもの（当該教育を行うにつき
他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら
対象とするものを除く。）は、専修学校とする。

6



2-1. 専修学校の法的基盤

③専修学校の法的定義と設置基準
➢専修学校は、学校教育法第124条にて定義 ⇒専修学校設置基準へ

➢一条校以外の教育施設で、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、また
は教養の向上を図ることを目的として、組織的な教育を行うもの。

➢専修学校として都道府県知事から認可されるためには、以下の3つの具体的な
要件を満たす必要がある。
1. 修業年限が1年以上であること。

2. 年間の授業時数が文部科学大臣の定める基準以上であること。

◦ 昼間学科: 年間800時間以上

◦ 夜間等学科: 年間450時間以上

3. 常時40人以上の生徒がいること。

◦ また、防衛大学校のように他の法律で定められた施設や、外国人学校のような特定の対
象者を持つ施設は、この規定から除外されています。

7



2-1. 専修学校の法的基盤

④私立学校法と学校法人制度

◆私立学校法の目的
➢ 第1条 この法律は、私立学校の特性にかんがみ、自主性を重んじ、公共性
を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。

◆学校法人と準学校法人
➢ 学校法人： 私立学校法第3条に基づき、一条校（大学、高校、小中学校な
ど）を設置する目的で設立される公益法人

➢ 準学校法人： 専修学校または各種学校のみを設置する法人は、同法第64
条の規定により「準学校法人」と区別されている。ただし、通称として「学校
法人」と名乗ることに差し支えはない。なお、大学や高等学校といった一条
校を併設している場合には、法的には「学校法人」となり、専修学校・各種
学校のみを設置している法人が「準学校法人」と区別される。

8



2-1. 専修学校の法的基盤

⑤私立学校振興助成法と専修学校

◆日本国憲法（第89条）の壁

➢ 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配

に属しない慈善は、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してならない。

◆私立学校振興助成法（歴史的経緯と現在の課題）

➢ 昭和50年（法律制定当初） 制定当初、専修学校は助成の対象外

➢ 昭和57年（法改正） 法改正により、第16条に準用規定が設けられ、専修学校もようやく助成の対象に。

これにより、例えば施設や設備の整備に対する補助が可能に。

➢ 現状の決定的課題 この改正には決定的な但し書きあり。大学や高等学校には適用される法律の心臓

部ともいえる「経常費の助成」（第10条）が、専修学校への準用から意図的に除外された。助成の対象

は、あくまで施設整備費といった臨時の「その他の助成」に限定。

➢ これが、現在に至るまで専修学校に国からの経常費補助金が直接支出されない直接的な法的理由

9



＜参考＞専修学校に関する基礎知識

10

一般社団法人 全国専門学校教育研究会が
令和3年度文部科学省委託事業の報告として
作成した動画です。
「わが国の学校制度と専修学校の法的位置づけ
について」というタイトルで、専修学校の成り立
ちから、歴史的経緯について、わかりやすく解
説されています。Web上で公開されています
ので、ぜひご覧ください。



内部質保証概論(５)
２．学校評価に関連する法令等と内部質保証の法的根拠（２）

令和7年度
「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」

職業実践専門課程の一層の社会的評価向上のための
共通的基盤整備の推進 「内部質保証人材育成講座」
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２．学校評価に関連する法令等と内部質保証
の法的根拠（２）

2-1. 専修学校の法的基盤

① 日本国憲法と教育基本法

② 学校教育法における専修学
校の位置づけ

③ 専修学校の法的定義と設置
基準

④ 私立学校法と学校法人制度

⑤ 私立学校振興助成法と専修
学校

2-2. 学校教育法の一部改正

2-3. 学則変更事項

2-4. 私立学校法の改正
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2-2. 学校教育法の一部改正

学校教育法の一部を改正する
法律の概要

学校教育法施行規則等の一部
を改正する省令について

１．単位制への移行

３．高度専門士の称号・大学院入
学資格の指定

４．専門課程

５．専攻科の設置

６．適格専攻科の設置

７．学校評価

８．高等教育の修学支援新制度
関係

９．教職員の研修等の実施

10．経過措置

3

学校教育法等の改正に伴う各専修学校における
対応について（令和8年4月1日施行）文部科学省
総合教育政策局専修学校教育振興室
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内部質保証概論(６)
２．学校評価に関連する法令等と内部質保証の法的根拠（３）

令和7年度
「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」

職業実践専門課程の一層の社会的評価向上のための
共通的基盤整備の推進 「内部質保証人材育成講座」

1



２．学校評価に関連する法令等と内部質保証
の法的根拠（３）

2-1. 専修学校の法的基盤

① 日本国憲法と教育基本法

② 学校教育法における専修学
校の位置づけ

③ 専修学校の法的定義と設置
基準

④ 私立学校法と学校法人制度

⑤ 私立学校振興助成法と専修
学校

2-2. 学校教育法の一部改正

2-3. 学則変更事項

2-4. 私立学校法の改正

2



2-3. 学則変更事項

① 学則変更事項（まとめ）

② 学則変更事項（在籍者の呼称、単位制）

③ 学則変更事項（専門士）

④ 学則変更事項（高度専門士）

⑤ 学則変更事項（専攻科）

⑥ 学則変更事項（学校評価）

3

学校教育法等の改正に伴う各専修学校における
対応について（令和8年4月1日施行）文部科学省
総合教育政策局専修学校教育振興室
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2-4. 私立学校法の改正

① 私立学校法の一部を改正する法律の概要

② 学校法人の内部機関の相互関係の改正ポイント

③ 私立学校法改正に係る基本的な考え方

④ 主な改正のポイント

⑤ 理事・理事会の改正のポイント

⑥ 監事の改正のポイント

⑦ 評議員・評議員会の改正のポイント

⑧ 大臣所轄学校法人等とその他の学校法人の主な相違点

⑨ 第148条（体制の整備及び中期事業計画の作成等）

10

私立学校法の改正について（令和7年4月1日
施行）文部科学省（令和5年12月12日更新）
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内部質保証概論(７)
３．職業教育の質の保証と情報公開

令和7年度
「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」

職業実践専門課程の一層の社会的評価向上のための
共通的基盤整備の推進 「内部質保証人材育成講座」

1



３．職業教育の質の保証と情報公開

3-1. なぜ、質の保証と情報公開なのか

3-2. 「質の保証」とは何か

3-3. 専修学校に求められる質保証の取組

3-4. 情報公開の重要性

3-5. 公開すべき情報とその手段

3-6. まとめと今後の課題

2



3-1. なぜ、質の保証と情報公開なのか

◆ 私立学校法改正による中期事業計画の導入促進

◆ 学校教育法改正による説明責任の強化

◆ 職業実践専門課程の制度化

◆ 修学支援新制度の導入

⇒ 質の保証（学校評価）と情報公開は、教育機関としての
信頼性向上と改善の鍵



3-2. 「質の保証」とは何か

◆ JISやISOの定義とは、「ニーズを満たす能力」

◆ 教育における質とは、教育目標の実現度

「職業教育のマネジメント」

＝PDCAサイクルによる継続的改善が質を高める



3-3. 専修学校に求められる質保証の取組

◆ 企業との連携による教育課程の設計と運用

◆ 成績評価の妥当性と信頼性の確保

◆ 多様なアセスメントの活用（例：ルーブリック評価）

◆ 自己点検評価・第三者評価の推進

◆ 中期事業計画の策定と職業教育のマネジメント



3-4. 情報公開の重要性

◆ 信頼性向上（学生・保護者・企業の安心）

◆ 教育の透明性の確保

◆ 学生募集・就職支援につながる

◆ 職業実践専門課程では「別紙様式4」による報告義務あり



3-5. 公開すべき情報とその手段

【情報公開する主な項目】

➢ 教育目標、カリキュラム、成績評価方法

➢ 就職率、資格取得率、学修成果（ラーニングアウトカム）

➢ 職業実践専門課程（別紙様式4）

➢ 自己点検評価・第三者評価の結果

【公開手段】

➢ ホームページ

➢ パンフレット、年次報告書

   → 誰に、何を、どう伝えるかを意識



3-6. まとめと今後の課題

◆ 質保証と情報公開は全教職員で取り組む課題

➢ 教員が中心となって自己評価に取り組む

➢ 学修成果（ラーニングアウトカム）の明確化とPDCAによる継続的改善

◆ 情報公開を職業教育のマネジメントの一環として捉える

⇒ 情報公開は、信頼される学校づくりの第一歩

◆ 法律や制度の改正を踏まえ、教育実践の改善と成果の発信を両立

させる
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